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総量規制基準の設定方法の見直しの進め方（案） 

 

 

1. 検討スケジュール 

 

第１回（平成28年２月２日） 

・総量規制基準の設定方法に関する諮問について 

 （平成27年12月17日付け諮問第420号） 

・総量規制基準の設定方法の見直しの進め方等について 

 

第２回（平成28年２月25日） 

・総量規制基準の設定方法について（素案） 

 

第３回（平成28年３月下旬頃） 

・総量規制基準の設定方法について（案） 

 

パブリックコメント手続きの実施 

 

（第４回（平成28年５月頃）） 

・専門委員会報告のとりまとめ 

 

－－－ 

（参考）専門委員会報告のとりまとめ後の予定 

・専門委員会より水環境部会に報告 

・総量規制基準の設定方法に関する答申（中央環境審議会） 

・総量規制基準の範囲告示（環境大臣） 

・総量削減基本方針の策定（環境大臣） 

・総量削減計画の策定（関係都府県知事） 

 

  

資料７ 
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2. 総量規制基準の設定方法の見直しの進め方 

 総量規制基準は次の算式により定められている。これらの仕組みから、見直しの

必要性を検討する項目は「業種区分」「時期区分」「Ｃ値の範囲」の３項目である。 

 ＣＯＤ  Lc(kg/日）＝（Cco・Qco＋Cci・Qci＋Ccj・Qcj）×10-3 

 窒素  Ln(kg/日）＝（Cno・Qno＋Cni・Qni）×10-3 

 りん  Lp(kg/日）＝（Cpo・Qpo＋Cpi・Qpi）×10-3 

 Ｑ：業種区分別時期区分別項目別の水量（m3/日） 

 Ｃ：業種区分別時期区分別項目別の濃度（mg/L） 

 ※１ 業種区分は環境省の告示に従い232に区分(実数は215区分)されている 

 ※２ 時期区分はＣＯＤがo,i,jとして区別、窒素・りんがo,iとして区別 

 ※３ 項目はＣＯＤがc、窒素がn、りんがpとして区別 

 

表１ Ｑ（特定排出水の量）の時期区分 

時期区分別水量 ＣＯＤ 窒素・りん 

S55.6.30以前の水量 Ｑco 

Ｑno・Ｑpo S55.7.1～H3.6.30に増加した水量 Ｑci 

H3.7.1～H14.9.30に増加した水量 
Ｑcj 

H14.10.1以降に増加した水量 Ｑni・Ｑpi 

 

2.1 Ｃ値の範囲 

(1)各海域におけるＣ値の範囲の見直しの考え方 

 「第８次水質総量削減の在り方について（答申）」では、指定水域における水環境

改善の必要性及び対策の在り方（汚濁負荷削減対策）について以下のようにまとめ

られている。 

■第８次水質総量削減の在り方について（答申）の抜粋 

４－１ 指定水域における水環境改善の必要性 

（１）東京湾及び伊勢湾においては、環境基準達成率が低く、大規模な貧酸素水塊も発生して

 いるため、今後も水環境改善を進める必要があると考えられる。 

（２）大阪湾においては、窒素及びりんについて、平成22年度から環境基準の類型指定が行わ

 れている３水域のすべてで環境基準が達成された状況が続いている。一方で、ＣＯＤの環境

 基準達成率は低く、大規模な貧酸素水塊も発生している。このため､窒素及びりんの環境基準

 の達成状況を勘案しつつ、特に有機汚濁解消の観点から水環境改善を進める必要があると考

 えられる。 

（３）大阪湾を除く瀬戸内海の水質は他の指定水域に比較して良好な状態であり、現在の水質

 が悪化しないように必要な対策を講じることが妥当と考えられる｡ 
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４－２ 対策の在り方 

（１）汚濁負荷削減対策 

ア 水環境の改善が必要な東京湾、伊勢湾及び大阪湾においては、第８次水質総量削減におけ

 る削減目標量の設定に当たって、これまでにとられた対策の内容と難易度、費用対効果、除

 去率の季節変動等も勘案し、効率的にＣＯＤ、窒素及びりんに係る汚濁負荷量の削減が図ら

 れるよう各発生源に係る対策を検討すべきである｡具体的には、以下に掲げる各種対策が考え

 られ、関係者、関係機関の協力を得つつ推進することが必要である｡ 

  なお、大阪湾においては、窒素及びりんの環境基準の達成状況を勘案しつつ、特に有機汚

 濁解消の観点から必要な対策を推進することが必要である。 

（ア）生活系汚濁負荷量は削減されてきたものの、生活系汚濁負荷量が全体に占める割合は依

 然として大きいことから、引き続き、下水道､浄化槽、農業集落排水施設等の生活排水処理施

 設の整備を進めるとともに、窒素及びりんに係る汚濁負荷量削減のための高度処理化を推進

 する。加えて、合流式下水道については、雨水滞水池の整備、雨水浸透施設の設置、遮集管

 の能力増強と雨水吐の堰高の改良、スクリーンの設置等の対策を推進する。 

（イ）指定地域内事業場に係る負荷量に関しては、７次にわたる水質総量規制基準によりかな

 りの削減が図られてきた。こうした実績を踏まえ、最新の処理技術動向も考慮しつつ、これ

 までの取組が継続されていく必要がある｡ 

（ウ）総量規制基準の対象とならない小規模事業場及び未規制事業場に関しては、引き続き都

 府県の上乗せ排水基準の設定等による排水規制、汚濁負荷の削減指導、下水道の整備による

 処理等の対策を進める｡ 

（エ）農業については、農業環境規範の普及、エコファーマーの認定促進、環境負荷を低減す

 る先進的な営農活動の支援及び施肥量の適正化により、過剰な化学肥料の使用を抑えること

 等による環境負荷の軽減等に配慮した環境保全型農業を一層推進する。畜産農業については、

 家畜排せつ物処理施設や指導体制の整備による適正管理の推進とともに、耕畜連携の強化に

 よる広域利用やエネルギー利用等を推進する。 

（オ）養殖業については、「持続的養殖生産確保法」に基づく漁場改善計画を推進するととも

 に、魚類養殖の環境負荷を低減する配合飼料の開発等を進める。 

イ 大阪湾を除く瀬戸内海においては、生活排水対策を進め、従来の工場・事業場の排水対策

 など各種施策を継続して実施していく必要がある。 

  また、生物多様性・生物生産性の確保の重要性にかんがみ、地域における海域利用の実情

 を踏まえ、例えば栄養塩類に着目した下水処理場における季節別運転管理など、湾・灘ごと、

 季節ごとの状況に応じたきめ細やかな水質管理について、その影響や実行可能性を十分検討

 しつつ、順応的な取組を推進していく必要がある｡ 

 

 以上のことを踏まえ、本専門委員会における各海域のＣ値の範囲の見直しの考え

方を以下に示す。 
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①東京湾及び伊勢湾 

 東京湾及び伊勢湾については、第８次水質総量削減の在り方について（答申）を

踏まえ、Ｃ値の範囲の見直しを検討する。 

 

②大阪湾 

 大阪湾については、第８次水質総量削減の在り方について（答申）を踏まえ、Ｃ

ＯＤに係るＣ値の範囲の見直しを検討する。 

 一方、窒素及びりんに係るＣ値の範囲の見直しは行わない（窒素及びりんに係る

Ｃ値の範囲は現行どおりとする）。 

 

③大阪湾を除く瀬戸内海 

 大阪湾を除く瀬戸内海については、第８次水質総量削減の在り方について（答申）

を踏まえ、Ｃ値の範囲の見直しは行わない（Ｃ値の範囲は現行どおりとする）。 

 

(2)見直し検討対象業種等の区分の抽出 

 まず、これまでのＣ値の範囲の設定状況及び第７次における各都府県のＣ値の

設定状況を踏まえ、表２のとおり見直し検討対象とする業種等の区分を抽出した。 

 

表２ 見直し検討を行う業種等の区分の抽出 

抽出の観点 具体的な内容 

現状より悪化させないと

いう観点 

①国が定めたＣ値の範囲の上限値が都府県が定めた

Ｃ値のうちの最大値より大きい業種等の区分 

これまでのＣ値の範囲の

設定状況を踏まえた観点 

（Ｃ値の範囲の強化実績、

既存施設と新増設施設

との比較） 

②Ｃ値の範囲が強化されていない業種等の区分 

③既存施設（Ｑo）と新増設された施設（ＱiやＱj）

との比較において既存施設に係るＣ値の範囲と新

増設に係るＣ値の範囲の設定の差が大きな業種等

の区分 
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ＣＯＤ：59000 繊維工業で織物機械染色整理工程に係るもの
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 その上で、東京湾、伊勢湾及び大阪湾のＣＯＤ並びに東京湾及び伊勢湾の窒素及

びりんのＣ値の見直しに関し、以下の方法で見直し検討対象とする業種を抽出した。 

 

条件① Ｃ値の範囲の上限値が都府県設定Ｃ値の最大値より大きい業種等の区分 

 ＣＯＤ、窒素及びりんを対象に都府県が設定したＣ値の最大値と環境省の上限

値を比較し、上限値の方が大きい業種等の区分を抽出する。 

 表３ 条件①の例 

 環境省告示値 都府県Ｃ値最大 都府県Ｃ値最小 

Ｃo 
上限値 80 

70 40 
下限値 40 

 

条件② Ｃ値の範囲が強化されていない業種等の区分 

 ＣＯＤに関して、第１次から第７次までＣoの上限値・下限値が全て同一の業種

を抽出する。 

 窒素及びりんに関して、第５次から第７次までＣoの上限値・下限値が全て同一

の業種を抽出する。 

 

 

 

 

 

条件③ ＣＯＤのＣoとＣj、窒素・りんのＣoとＣiの差が大きな業種等の区分 

 ＣＯＤは、ＣoとＣjの上限値同士の比率（Ｃo上限値／Ｃj上限値）が大きい業

種（比率が2.0を超えるものを想定）を抽出する。 

 窒素・りんは、ＣoとＣiの上限値同士の比率（Ｃo上限値／Ｃi上限値）が大き

い業種（比率が2.0を超えるものを想定）を、それぞれ抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１ 条件②の例 
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COD：23000 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業
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図２ 条件③の例 
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※見直し検討対象外とする業種等の区分 

・ 平成26年度実績において届出の無い業種区分（資料５ 表２参照）は、見直し検討対象外

とする。また、その他の業種区分(232)も見直し検討対象外とする。 

・ Ｃo,Ｃi,Ｃjの下限値がそれぞれ各項目で設定可能な下限値の最低値（ＣＯＤ:10mg/L、窒

素: 10mg/L、りん:1.0mg/L）に設定されている場合、及びＣo,Ｃi,Ｃjの上限値が下限値の

最低値に設定最低単位を加えた値（ＣＯＤ:15mg/L、窒素:15mg/L、りん:1.5mg/L）に設定

されている場合は、見直し検討対象外とする。 

 

表４ Ｃ値の範囲の幅等 

水域 ＣＯＤ 窒素 りん 

設定最低単位 5mg/L 0.5mg/L 

Ｃ値の範囲の幅 

(上限値と下限値の差) 

10mg/L以上 

ただし、下限が10mg/Lの場合は5mg/L以上 

1mg/L以上 

ただし、下限が1mg/Lの場

合は0.5mg/L以上 

下限値の最低値 10mg/L 1mg/L 

Ｃ値の範囲間の関係 

Ｃi及びＣj≦Ｃo 

かつ 

Ｃj≦Ｃi 

Ｃi≦Ｃo 
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(3)Ｃ値の範囲の見直し（素案）作成手順 

 見直し検討対象業種を抽出した後、対象業種に対し以下の手順で見直したＣ値の

範囲の見直し（素案）を作成する。 

 

【Ｃo上限値の見直し】 

 1)条件①に該当する業種のＣo上限値は、該当業種の特定排出水の水質を現状より

も悪化させないという観点から、都府県のＣo値の最大値とする。 

 

 2)以下の条件に該当する業種のＣo上限値については、該当業種の中で特定排出水

の濃度が特に高い事業場の水質改善を進める観点から、該当業種の都府県のＣo

値の最大値より実測水質の95%値注1が小さい場合、実測水質の95%値注1とする。 

1)条件②に該当する業種 

2)条件③に該当する業種 

 

【Ｃi,Ｃj注2上限値の見直し】 

 3)条件①に該当する業種のＣi,Ｃj上限値は、都府県のＣi,Ｃj値の最大値とする。 

 

【見直したＣ値の調整（大小関係等）】 

 ・Ｃo上限値を見直した場合において、Ｃo上限値とＣi上限値及びＣj上限値（窒素・

りんはＣi上限値）の関係について、表４に示した大小関係が確保できない場合（Ｃ

o見直し後の上限値がＣi上限値を下回る場合等）は、Ｃi上限値及びＣj上限値は、

見直し後のＣo上限値と同値とする。（例：見直し後のＣo上限値が30mg/Lで現状の

Ｃi上限値が40mg/Lだった場合、Ｃi上限値を30mg/Lとする。） 

 ・Ｃo,Ｃi,Ｃj上限値を見直した場合、現状の下限値との幅が表４の幅を確保でき

ない場合は、下限値を変更しない範囲でＣo,Ｃi,Ｃj上限値を定める。（例:現状

のＣ値の上限値が40mg/L、下限値が20mg/Lで、見直し後のＣ値の上限値が25mg/L

となった場合、下限値からの幅として最低限必要な10mg/Lを確保し、Ｃ値の上限

値は30mg/Lとする。） 

 

 

注 1:実測水質の 95%値をＣ値に適用する処理：  

 ・特定排出水数が 20 未満の場合は、実測水質の 95%値ではなく最大水質を適用する（適用に

関する処理は 95%値と同様）。 

注 2:Ｃj はＣＯＤのみ  

Ｃo上限値は実測の最大水質の95%値注1 
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2.2 時期区分 

時期区分の見直しは行わない。 

 

2.3 業種等の区分 

 業種等の区分は第７次の告示では2～232の区分(215区分)と、同区分内での備考で

区分されている。同区分は、これまで日本標準産業分類の区分を参考に見直しが行

われてきた。 

 同分類は平成25年10月に見直しが行われたが、業務等の区分及びその名称に係る

変更はなかったことから、業種等の区分及びその名称の見直しは行わない。 

【見直し検討対象業種の抽出】 

条件①：Ｃ値の範囲の上限値が都府県設定Ｃ値の最大値より大きい業種 

条件②：Ｃ値の範囲が強化されていない業種 

条件③：ＣＯＤのＣoとＣj、窒素・りんのＣoとＣiの差が大きな業種 

いずれかの条件に合致したものを抽出 

（見直し対象外に合致した業種を除外） 

【見直し素案の作成(1)】 

・Ｃ上限値が条件①に合致した場合、都府県のＣ最大値を新たな 

 Ｃ上限値に設定（Ｃo,Ｃi,Ｃj全て） 

【見直し素案の作成(2)】 

・条件②、③のいずれかに合致した場合、現状のＣo上限値と実測水質の

95%値注とを比較し、実測水質の95%値注の方が小さい場合はその値をＣo

上限値に設定 

注)特定排出水数が20未満の場合は最大水質を適用 

※見直したＣo 上限値とＣi 上限値及びＣj 上限値の大小関係を調整 

※各Ｃ値を見直した結果について、最低限必要な幅を確保するための調整 

図３ Ｃ値の範囲の見直し素案作成手順（概要） 


